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条 例

　北海道普通職業訓練の基準等に関する条例をここに公布する。
　　平成24年12月28日
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　北海道道路の構造の技術的基準等を定める条例をここに公布する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第110号
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　北海道高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基
準を定める条例をここに公布する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第111号
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　北海道高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準
を定める条例をここに公布する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第112号
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　北海道職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　平成24年12月28日
北海道知事　高　橋　はるみ
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